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ふ
じ
パ
ワ
フ
ル
85
計
画
Ⅲ
と
は

　

市
内
の
高
齢
者
数
は
、
増
加
傾
向
が

続
く
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
生
き
が
い
を
持

っ
た
生
活
を
送
る
た
め
の
支
援
、
生
涯

を
通
し
た
健
康
づ
く
り
や
要
介
護
状
態

に
な
る
こ
と
の
予
防
、
要
介
護
・
要
支

援
状
態
に
な
っ
て
も
そ
の
人
ら
し
く
安

心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ

と
を
目
指
し
て
、「
ふ
じ
パ
ワ
フ
ル
85
計

画
Ⅲ
」を
策
定
し
ま
し
た
。

計
画
期
間
／
平
成
24
〜
26
年
度（
3
年
間
）

重点
施策

重点
施策

基
本
目
標
と
施
策

基
本
目
標
1

高
齢
者
が
積
極
的
に
活
動
で
き
る
環

境
づ
く
り

重点
施策

基
本
目
標
３

高
齢
者
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
支

援
体
制
づ
く
り

　　

高
齢
者
が
学
習
活
動
や
趣
味
、
ス
ポ
ー

ツ
な
ど
、
自
主
的
な
活
動
を
楽
し
む
機
会

と
積
極
的
に
社
会
貢
献
で
き
る
環
境
の
整

備
を
し
ま
す
。

【
具
体
的
な
施
策
】

　

・
生
涯
学
習
支
援

　
・
世
代
間
交
流
の
推
進

　
・
地
域
の
社
会
資
源
と
し
て
の
人
材
活

　
　
用

　
地
域
に
お
け
る
健
康
活
動
の
推
進
と
医

療
体
制
の
充
実
・
連
携
強
化
を
推
進
し
ま

す
。
ま
た
、
要
介
護
状
態
に
な
る
高
齢
者

の
増
加
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
個
々
の
状

態
に
応
じ
た
介
護
予
防
事
業
を
推
進
し
ま

す
。

　【
具
体
的
な
施
策
】

　

・
す
べ
て
の
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
介

　
　
護
予
防
事
業
の
推
進

　
・
健
康
に
対
す
る
意
識
の
啓
発

　
・
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

　
・
地
域
医
療
体
制
の
充
実

　
　

高
齢
者
の
認
知
症
予
防
や
認
知
症
の
人

と
家
族
へ
の
支
援
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

在
宅
で
生
活
す
る
高
齢
者
や
、
介
護
を
必

要
と
す
る
高
齢
者
へ
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
体
制
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
者
が
尊
厳
を
維
持
し
た
生

活
を
継
続
で
き
る
よ
う
な
地
域
社
会
の
実

現
を
目
指
し
ま
す
。

【
具
体
的
な
施
策
】

　

・
認
知
症
の
早
期
発
見
と
予
防
へ
の
取

　
　
り
組
み

　
・
認
知
症
の
人
と
家
族
へ
の
支
援

　
・
日
常
生
活
支
援

　
・
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備

　
・
高
齢
者
虐
待
の
防
止

　
・
成
年
後
見
制
度
の
利
用
支
援

　　

高
齢
者
に
と
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
生
活

環
境
の
整
備
と
緊
急
時
に
生
命
・
財
産
な

ど
を
守
れ
る
よ
う
な
安
全
・
安
心
の
ま
ち

づ
く
り
を
強
化
し
ま
す
。

【
具
体
的
な
施
策
】

　

・
高
齢
者
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
住

　
　
宅
の
整
備

　
・
防
災
、
防
火
、
防
犯
対
策
の
推
進

　

高
齢
者
の
生
活
を
支
援
す
る
体
制
を
充

実
さ
せ
る
よ
う
、
地
域
包
括
ケ
ア
体
制
の

推
進
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
で
生
活

す
る
高
齢
者
を
支
援
す
る
た
め
の
人
材
育

成
を
推
進
し
ま
す
。

【
具
体
的
な
施
策
】

　

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強

　
　
化

　
・
高
齢
者
の
見
守
り
支
援
体
制
の
充
実

　
・
地
域
の
活
動
団
体
の
育
成
・
支
援

　

毎
年
度
、
計
画
の
実
施
及
び
進
捗
状
況

の
確
認
を
し
、
評
価
を
行
い
ま
す
。　

基
本
目
標
４

高
齢
者
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く

り基
本
目
標
５

高
齢
者
の
生
活
を
地
域
で
支
え
る
体

制
づ
く
り

基
本
目
標
６

推
進
体
制
の
充
実

基
本
目
標
2

高
齢
者
が
健
康
で
過
ご
す
た
め
の
意

識
づ
く
り

活力と魅力ある85歳を目指して

ふ
じ
パ
ワ
フ
ル
85
計
画
Ⅲス

リ
ー

を
策
定
し
ま
し
た
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今
後
、
市
内
の
65
歳
以
上
の
人
口
は
、

ふ
え
続
け
、
要
介
護
認
定
者
数
も
増
加
し

続
け
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
市
は
高
齢
者
が
安
心
し
て
介
護

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
や
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

な
ど
の
施
設
整
備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
介

護
保
険
を
利
用
す
る
人
が
増
加
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
約
1.

2
倍
の
費
用
が
必
要

に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
保
険

料
が
上
昇
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　　

介
護
給
付
費
の
増
加
に
伴
い
、
保
険
料

負
担
が
増
大
し
て
い
る
中
で
、
よ
り
安
定

的
に
介
護
保
険
制
度
を
運
営
す
る
た
め
に

は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
被
保
険
者
の
負

担
能
力
に
応
じ
た
き
め
細
か
い
所
得
段
階

の
設
定
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
保
険
料
の
段
階
を
所
得
に
応

じ
て
調
整
し
、
負
担
能
力
に
応
じ
た
設
定

を
す
る
こ
と
で
、
所
得
金
額
の
低
い
人
へ

の
保
険
料
の
負
担
軽
減
を
図
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
平
成
21
〜
23
年
度
に
お
い
て
、

10
段
階
で
あ
っ
た
所
得
段
階
は
、
平
成
24

年
度
か
ら
14
段
階
に
な
り
ま
す
。

所得段階 対　　象　　区　　分 基準額に
対する割合

保険料額
（年額）

第1段階 ・生活保護受給者
・市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 　　×0.50 2万9,400円

第2段階

本人が市民
税非課税

世帯員全員が
市民税非課税 本人の前年の課

税年金収入額と
合計所得金額の
合計額

80万円以下

第3段階 80万円超
120万円以下 ×0.70 4万1,160円

第4段階 120万円超 ×0.75 4万4,100円

第5段階 世帯員に市民
税課税者がい
る

80万円以下 ×0.83 4万8,804円

第6段階
（基準額） 80万円超 基準額 5万8,800円

第7段階

本人が市民税課税
本人の前年の合
計所得金額

125万円未満 ×1.08 6万3,504円

第8段階 125万円以上
200万円未満 ×1.25 7万3,500円

第9段階 200万円以上
300万円未満 ×1.50 8万8,200円

第10段階 300万円以上
500万円未満 ×1.60 9万4,080円

第11段階 500万円以上
700万円未満 ×1.80 10万5,840円

第12段階 700万円以上
1,000万円未満 ×1.90 11万1,720円

第13段階 1,000万円以上
1,500万円未満 ×2.05 12万　540円

第14段階 1,500万円以上 ×2.25 13万2,300円

ふ
じ
パ
ワ
フ
ル
85
計
画
Ⅲ
と
は

介
護
保
険
料
が
見
直
さ
れ
た
理
由

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
負
担

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
負
担

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
負
担

介
護
保
険
料
が

　

見
直
さ
れ
ま
す

ふ
じ
パ
ワ
フ
ル
85
計
画
Ⅲ
と
は

介
護
保
険
料
が
見
直
さ
れ
た
理
由

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
負
担

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
負
担

負
担
能
力
に
応
じ
た
保
険
料
負
担

【65歳以上の人の介護保険料（平成24～26年度）】

問
い
合
わ
せ

　

介
護
保
険
課

　
　
　

（
55
）2
7
6
7

　
　

  

（
51
）0
3
2
1

調整交付金（※）
5%

国の負担金
20%

県の負担金
12.5%

市の負担金
12.5%

40～64歳の
人の保険料
29%

65歳以上の
人の保険料
21%

（※）調整交付金は、5％を基準として国から市町村に交付される財源です。
　　富士市に交付される調整交付金は５％に達しないため、不足分は65歳
　　以上の人の保険料を充てています。

保険料
50%

公費
50% 基準額

基準額とは、各所得段階に
おいて保険料額を決める基
準になる額のことです。

富士市の介護サービ
ス総費用のうち65歳
以上の人の負担分
（総費用の21%）

富士市の65歳以上の
人数

　介護保険料の財源は、保険料と公費（国・県・市など）がそれぞれ半分ずつ負担をしています。
　このうち40～64歳の人が納める保険料が費用全体の29％、65歳以上の人が納める保険料が21％を
それぞれ負担し、社会全体で制度を支える仕組みになっています。

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

基準額

　高齢化の進行などに
より、介護保険料の大
幅な上昇が見込まれま
す。そのため、県に設
置されている財政安定
化基金（国・県・市で
3分の1ずつ拠出）を
取り崩すことにより、
保険料額の上昇を抑制
します。

　

　保険料額の
上昇抑制

護

たた


